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平成27年第４回福岡市議会（定例会）提出予定議案等 

 

                                    

１ 条例案（１６件） 

 

(1) 福岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例案（総務企画局システム刷新課） 

番号法の施行に伴い，個人番号の利用に関し必要な事項を定めるもの 

※番号法＝行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律  

〔施行日 平成28年１月１日〕 

   

 

(2) 福岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例案（総務企画局情報公開室） 

番号法の施行に鑑み，個人番号をその内容に含む個人情報の取扱いに関し必要な事項を

定めるもの 

〔施行日 平成27年10月５日ほか〕 

 

(3) 福岡市印鑑条例の一部を改正する条例案（市民局区政課） 

住民基本台帳法の一部改正により，住民基本台帳カードが個人番号カードに切り替わる

ことに鑑み，民間端末機を介して行う印鑑登録証明書の交付の手続に関し所要の改正を行

うもの 

〔施行日 平成28年１月１日〕 

 

(4) 福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例案（市民局区政課） 

住民基本台帳法の一部改正により，住民基本台帳カードの交付が終了することに伴い，

当該カードの利用に関する規定を廃止するもの 

〔施行日 平成28年１月１日〕 

 

(5) 福岡市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案（市民局市民公益活動推

進課） 

住民基本台帳法の一部改正に伴い，特定非営利活動法人の設立の認証等における当該法

人の役員に係る本人確認の方法の特例について所要の改正を行うもの 

〔施行日 平成27年10月５日〕 

 

(6) 福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター条例の一部を改正する条例案（市民局市民公

益活動推進課） 

福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センターの移転に伴い，利用者の利便の向上及び適正

利用を図るため，同センターに設置する施設及び当該施設の利用に関し所要の改正を行う

もの 

〔施行日 平成28年４月１日〕 

 

 

(7) 福岡市職員の再任用に関する条例等の一部を改正する条例案（総務企画局労務課） 

地方公務員等共済組合法等の一部改正に伴い，関係条例の規定の整備を行うもの 

◇ 改正する条例 

 ・福岡市職員の再任用に関する条例 

 ・福岡市職員退職手当支給条例 

〔施行日 平成27年10月１日〕 
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(8)  福岡市市税条例等の一部を改正する条例案（財政局税制課） 

 地方税法の一部改正に伴い，地域決定型地方税制特例措置による固定資産税等に係る特

例割合を定めるとともに，新規取得した軽四輪車等に係る軽自動車税を環境性能に応じて

軽減するグリーン化特例の導入及び国税における改正を踏まえた地方税の猶予制度の見

直しに伴う所要の改正等を行うもの 

◇ 改正する条例 

 ・福岡市市税条例 

〔施行日 公布の日ほか〕 

 ・福岡市市税条例の一部を改正する条例（平成26年福岡市条例第55号） 

  〔施行日  公布の日〕 

 

(9)  福岡市手数料条例の一部を改正する条例案（市民局区政課） 

    番号法等の施行に伴い，通知カードの再交付等に係る手数料の額を定める等の必要があ

るもの 

  ◇ 手数料の額 

   ・通知カード再交付手数料 500円 ほか 

   〔施行日 平成28年１月１日ほか〕 

 

(10) 福岡市立小呂保育所条例等の一部を改正する条例案（こども未来局事業企画課） 

子ども・子育て支援法の施行に鑑み，福岡市立小呂保育所を特例地域型保育給付の対象

とするとともに，小呂保育所を利用している第３子以降の児童に係る利用者負担額につい

て所要の改正を行うもの 

◇ 改正する条例 

 ・福岡市立小呂保育所条例 

〔施行日 平成27年10月１日〕 

 ・第３子優遇事業の実施に関する条例 

〔施行日 平成27年10月１日〕 

 

(11) 福岡市立老人いこいの家条例の一部を改正する条例案（保健福祉局高齢者サービス支援

課） 

香椎浜老人いこいの家を新設するとともに，赤坂老人いこいの家を新築移転するもの 

〔施行日 公布の日ほか〕 

 

(12) 福岡市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例案（農林水産局市場課） 

青果市場の移転並びにこれに伴い西部市場及び東部市場を廃止するとともに，市場施設

の使用料の額を適正なものに改める等の改正を行うもの 

〔施行日 規則で定める日（平成28年２月12日予定）〕 

 

(13) 福岡市開発行為の許可等に関する条例の一部を改正する条例案（住宅都市局開発・建築 

調整課） 

市街化調整区域のうち人口の減少が認められる区域において定住を促進し，地域コミュ

ニティの維持及び活性化を図るため，当該区域における開発許可の基準を改める等の改正

を行うもの 

〔施行日 公布の日〕 
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(14) 福岡市営駐車場条例の一部を改正する条例案（市民局総務課） 

香椎副都心公共施設の利用者の利便の向上を図るとともに，安全かつ円滑な道路交通を

確保するため，市営千早駅前駐車場を設置し，及びその駐車料金の額を定めるもの 

〔施行日 公布の日〕 

〔供用開始日 規則で定める日（平成28年度上期）〕 

 

(15) 福岡市営住宅条例の一部を改正する条例案（住宅都市局建替・改善課） 

建替えに伴い市営堅粕第１住宅を廃止するもの 

〔施行日 平成27年10月１日〕 

 

(16) 福岡市立幼稚園条例の一部を改正する等の条例案（教育委員会学校計画課） 

福岡市立幼稚園を取り巻く環境の変化に鑑み，市立幼稚園を廃止するもの 

  ◇ 改廃する条例 

   ・福岡市立幼稚園条例の改正 

  〔施行日 平成30年４月１日〕 

   ・福岡市立幼稚園条例の廃止 

  〔施行日 平成31年４月１日〕 

  

 

２ 一般議案（１０件） 

 

(1) 福岡市・久山町し尿終末処理事務の委託に関する規約の一部変更に関する協議について

（環境局管理課） 

中部中継所を改造し中部汚泥再生処理センターを設置することに伴い，本市が久山町か

ら委託を受けて実施しているし尿終末処理事務に係るし尿の処理方法を変更することに

ついて協議するもの 

 

(2) 福岡高速道路整備計画の一部変更に関する同意について（道路下水道局高速道路推進

課） 

福岡北九州高速道路公社から，福岡高速道路整備計画の一部変更（福岡市道 福岡高速

６号線）について，道路管理者の同意を求められたので，道路整備特別措置法の規定によ

り議会の議決を求めるもの 

 

(3) 平成27年度公営住宅（下山門住宅）新築工事請負契約の締結について（住宅都市局住宅

建設課） 

    契約の相手方  松本・上村建設工事共同企業体 

   契約の目的  平成27年度公営住宅（下山門住宅）新築工事 

鉄筋コンクリート造10階80戸建 １棟 

延面積 4,819.50平方メートル 

   契 約 価 額  774,956,160円 

   工 事 地  西区下山門団地 

   工    期  平成29年３月15日まで 

   保 証 期 間  受渡完了の日から２年間 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

(4) はしご付消防ポンプ自動車の取得について（消防局管理課） 

    取 得 台 数  １台 

性 能 等  はしごは，規格地上高 40.4メートル ほか 

買 入 価 額  189,000,000円 

取得の相手方  株式会社 モリタ 

         兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 

履 行 期 限  平成28年３月11日 

保 証 期 間  受渡完了の日から１年間 

 

(5) 小型はしご付消防ポンプ自動車の取得について（消防局管理課） 

    取 得 台 数  ２台 

性 能 等  はしごは，規格地上高 13.7メートル ほか 

買 入 価 額  127,008,000円 

取得の相手方  株式会社 モリタ 

         兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 

履 行 期 限  平成28年３月24日 

保 証 期 間  受渡完了の日から１年間 

 

(6) 小学校増築校舎の取得について（教育委員会教育環境課） 

金武小学校増築校舎として次の建物を取得するもの 

所 在 地  西区大字金武2028番地１ 

取得する建物  鉄筋コンクリート造３階建の建物の増築部分 ほか 

買 入 価 額  83,943,027円（公社が支払う利子相当額を加算する。） 

取得の相手方   公益財団法人 福岡市施設整備公社 

 

(7) 小学校増築校舎の取得について（教育委員会教育環境課） 

田村小学校増築校舎として次の建物を取得するもの 

所 在 地  早良区田村三丁目32番１号 

取得する建物  鉄筋コンクリート造３階建の建物の増築部分 

買 入 価 額  98,932,892円（公社が支払う利子相当額を加算する。） 

取得の相手方   公益財団法人 福岡市施設整備公社 

 

(8)  中学校増築校舎の取得について（教育委員会教育環境課） 

   箱崎清松中学校増築校舎として次の建物を取得するもの 

所 在 地  東区松田二丁目３番１号 

取得する建物  鉄筋コンクリート造４階建の建物の増築部分 

買 入 価 額  100,924,687円（公社が支払う利子相当額を加算する。） 

取得の相手方   公益財団法人 福岡市施設整備公社 

 

(9)  損害賠償額の決定について（２件） 

賠償の原因 損害賠償の相手方 損害賠償額 損害の内容 担当課 

市道の管理

のかし 

福岡市東区美和台七丁

目16番３号 

 株式会社 ＡＳＡＨ

 Ｉ 

円 

323,092  

 

普通乗用自動

車の破損 

道路下水道局

路政課 

道路維持作

業中の事故 

福岡市西区○○ 

 ○○ ○○ 
 462,488  

駐車場コンク

リートの破損 

道路下水道局

道路維持課 

 


